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令和６年８月２９日（木）１６時３０分開会 

恵庭市民会館   視聴覚室



令和６年度 第１回 恵庭市国民健康保険運営協議会 

 

 

１．日時 

  令和６年８月２９日（木）１６時３０分～１７時２０分 

 

２．会場 

  恵庭市民会館 視聴覚室（恵庭市新町１０番地） 

 

３．出席者 

 【運営協議会委員】（７名出席） 

  （１）公益代表 

   武藤 光一（会長）、生本 富士代 

  （２）被保険者代表 

   城生 康裕、神田 美佐子 

  （３）保険医又は薬剤師代表 

   貝嶋 光信、島田 直樹 

  （４）被用者保険等保険者代表 

   佐藤 浩之 

 【事務局（恵庭市）】 

   保健福祉部長、健福祉部次長、国保医療課長、国保管理担当主査、国保給付担当主査 

 

４．議事録署名委員 

   生本 富士代（公益代表）、佐藤 浩之（被用者保険等保険者代表） 

 

５．審議事項 

議案第１号 令和５年度国民健康保険特別会計決算について 

   

６． その他 

報告説明 

① 令和５年度国民健康保険税の予算執行状況について 

② 令和元年度～令和５年度 国民健康保険医療費状況について 

③ マイナンバーカードと保険証の一体化について 

④ 特定健診受診率向上対策事業について 

⑤ 恵庭市国民健康保険事業実績について 

⑥ 第３期国民健康保険データヘルス計画における多剤服用の該当者について 
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１．開会 

○国保医療次長 

本日は何かとご多用中ご出席を頂きまして、ありがとうございます。私は保健福祉部次

長の池田と申します。 

それでは、ただいまより国民健康保険運営協議会を開催致します。 

 

２．部長挨拶 

○保健福祉部次長 

次第に沿って進めて参ります。それでは伊東保健福祉部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

○保健福祉部長 

本年度第１回目の国民健康保険運営協議会の開催ということで、冒頭一言ご挨拶を

申し上げます。 

委員の皆様方には大変お忙しい中ご出席頂きまして誠にありがとうございます。 

また、日頃から市政全般及び国民健康保険事業に対しましてご理解と協力を頂いて

おりますことにつきましても、この場をお借りしまして重ねてお礼を申し上げます。 

本日の運営協議会ですけれども、議題としては令和５年度の国民健康保険特別会計

決算についてご審議を頂くということでご案内を差し上げているところでございます。 

令和５年度決算の詳細につきましては、後ほど担当よりご説明させて頂きますけれ

ども、私から概況について若干お話をさせて頂ければと思います。 

国民健康保険財政ですけれども、全国的に見まして一層厳しさが増している中、恵

庭市におきましても加入者数が減少しております。その一方で、一人当たりの医療給

付額は上昇傾向にあるという状況にございます。 

こうした状況の中ですけれども、全体として見ますと、令和５年度決算は前年度に

引き続きまして単年度の黒字決算ということになる見込みでございます。 

この後の議案審議におきましては、委員の皆様より忌憚のないご意見を賜りたいと

存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

最後になりますけども、恵庭市の国保会計が安定した運営が継続できるよう引き続

き委員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして、簡単でございますけれども

冒頭のご挨拶とさせて頂きます。本日はどうぞお願い致します。 

 

３．会長挨拶 

 ○保健福祉部次長 

  続きまして、武藤会長よりご挨拶を頂きたいと存じます。 

 

○武藤会長 
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  国民健康保険運営協議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

  委員の皆様には、大変お忙しいところご出席頂き、誠にありがとうございます。 

  本日の議題は、「令和５年度恵庭市国民健康保険特別会計決算」でございます。 

  令和５年度の決算につきましては、昨年度に引き続き黒字となったとのことでござ

います。委員各位の慎重な協議をお願い致しますとともに、本日の議事運営について、

よろしくご協力を賜りますようお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございます

が、開会の挨拶とさせて頂きます。 

 

 ○保健福祉部次長 

ありがとうございます。それでは、これ以降の進行につきましては、運営協議会規

則第５条の規定により、議長は会長が行うこととなっております。会長、よろしくお

願い致します。 

 

４．議事録署名委員の選任 

○武藤会長 

  それでは、早速、協議に入りますが、恵庭市国民健康保険運営協議会規則第１１条の

規定により、議事録署名委員２名を置くことになっております。議事録署名委員は、私

からご指名させて頂きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 ＜異議なしの声＞ 

 

それでは早速指名させて頂きます。生本委員、佐藤委員に議事録署名委員をお願い

したいと思います。よろしくお願い致します。 

 

５． 議案審議 議案第１号 令和５年度国民健康保険特別会計決算について 

 ○武藤会長 

  それでは、議案審議に入らせて頂きます。議案第１号、令和５年度国民健康保険特別

会計決算について、事務局より説明を願います。 

 

 ○国保医療課管理担当主査 

国保医療課管理担当の田中と申します。よろしくお願い致します。 

それではお手元にあります、議案の１ページ目、議案第１号、令和５年度恵庭市国

民健康保険特別会計決算について、ご説明致します。 

なお、２ページの、参考資料①決算（概要版）では、制度の解説も記載しておりま

すので、後ほどあわせてご確認をければと思います。 

初めに、ページ左側の歳入の方からご説明致します。 
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まず国保税についてですが、こちらは歳出側における納付金及び特定健康診査等事

業費を、国保税にて賄っているものであります。 

国保税の収入状況については、中段にある「計」をご覧下さい。最終予算額１０億

６，５５２万３,０００円に対しまして、決算額は１１億１,８４２万４，７０９円と

なっており、予算額との差引は、額にして５，２９０万１，７０９円の歳入増となっ

ており、予算比では１０４．９６％となりました。 

なお、令和４年度収入決算と比較すると、加入者数の減少に伴って約５，５６９万

円の減収となったところでございます。 

３ページをご覧下さい。令和５年度の収納状況についてもう少し詳細にご説明した

ものが、この決算総括表になります。この表は令和５年度における国保税の収納実績

を表したものでございます。 

まず、中央から右側にある色のついた部分が、令和５年度の収納率になります。 

ご覧のとおり、令和５年度に課税された現年度分につきましては、合計収納率とし

ては前年の９６．４８％から９６．２５％と、０．２３ポイントの減少となりました。 

次に、令和４年度以前に課税されたものを滞納繰越分、これを略しまして滞繰分と

呼称しておりますが、前年の２９．４７％から２８．０２％と、１．４５ポイント減

少となりました。 

また、これら二つの合計収納率は、前年の８９．０６％から８８．８９％と、０．

１７ポイントの減少となりました。 

参考としまして、この資料には記載がございませんが道内の収納状況についてご報

告申し上げます。令和５年度の結果は現在集計中であるため、令和４年度実績での数

字となりますが、北海道平均が現年分で９６．２３％、滞繰分が２３．５７％となっ

ており、ともに当市の収納率は全道の平均値を上回っている状況であります。 

以上の結果から、国保税の収入状況に関しましては昨年度と比較すると、被保険者

数の減少等によって調定額・収入額自体は減少したものの、適切な徴収対策が行われ

た結果、当初予算額を上回る収入を確保することができております。 

それでは１ページ目にお戻り下さい。 

続いて歳入の、道支出金のうち保険給付費等交付金（普通交付金）についてであり

ます。この交付金は、保険者が療養の給付等に要した医療費の額が交付されるもので

あり、歳出側の保険給付費と対応しているものであります。 

年度途中時点においては、当初予算を上回るペースで療養給付が発生し、財源不足

が見込まれていたことから約２億円の増補正を行いましたが、最終的な決算額では執

行率９５．６４％に落ち着いております。予算対比で見ますと大きく収入が下がって

いるように見えますが、保険給付費の減少に伴うものであることから、収支上では大

きな影響はございません。 

同じく道支出金のうち特別交付金にあたる４項目については、各項目で多少の増減
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がございましたが、全体としては予算比で２千万ほどの増となりました。 

財産収入につきましては、国民健康保険支払準備基金に対して発生した預金利子に

該当します。この収入については、全額を国民健康保険支払準備基金に積立としてお

ります。 

繰入金については、一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れるものであり、

合計で６億８５３万５７円となりましたが、この内訳としては、低所得者に対する国

保税の法定軽減分の補填や一般事務費に代表される、いわゆる法定分と、市が行う保

健事業等に代表される任意分に分かれており、この資料に表記はございませんが、内

訳として法定分が５億８，９３１万４，５６１円、任意分が１，９２１万５，４９６

円となっています。 

なお、年度中に１０万３,０００円の補正を行っているところですが、人事院勧告に

基づく職員給与改定によるものであります。これも当初予算を大きく下回る収入とな

りましたが、繰入対象となる一般事務費の支出減少に伴うものなどであることから、

収支上では大きな影響はございません。 

次に繰越金でありますが、令和４年度の単年度黒字分を令和５年に繰越すため、補

正を行ったものになります。ここから、令和４年度以前の補助金の返還を行い、残額

を国民健康保険支払準備基金に積立としたところでございます。 

次に諸収入ですが、諸収入とは滞納世帯からの延滞金、第三者行為に伴う損害賠償

金、不正・不当利得に伴う返還金等が該当します。これらは年度当初の見込みを上回

り、執行率で１４１．８１％となる収入が得られたところです。 

最後に国庫支出金ですが、これは年度当初では予定していなかった、国の制度改正

等に伴う国からの補助金が該当します。具体的には、マイナ保険証の開始に伴う広報

費、出産一時金の拡充に伴う支出増の補填費用となっており、これらは精算の結果、

今後の返還金が発生する見込みとなっております。 

以上、主な歳入科目についての説明となります。 

これにより、歳入合計は最終予算額６８億４，５５０万４,０００円に対しまして、

決算額は６６億５，７５６万９,１５１円となりまして、最終予算額に対する差引額は

マイナス１億８，７９３万４，８４９円となり、執行率では９７．２５％となりまし

た。 

 

続きまして、右側の歳出についてご説明します。 

まず総務費についてですが、これは国保関連職員の人件費や、運営のために必要な

システム関連の費用があたります。給与改定等に伴って若干の補正予算を行っている

ところですが、全体の執行率では計の欄にありますとおり、９０．２２％となってお

りました。 

次に保険給付費ですが、これは歳入でもご説明したとおり、保険給付費等交付金（普



 6

通交付金）と対応する項目でございます。一旦は財源不足が見込まれていたことから

予算の補正を行ったところですが、最終的な執行率は９５．３８％に止まることとな

りました。 

次に納付金についてですが、これは北海道より示された確定係数により算出された

納付金でございます。予算算定の段階では仮係数で積算をしておりましたが、最終的

に示された確定係数は当初予算額内に収まったことから、適切に納付を行っていると

ころでございます。 

次に、保健事業についてですが、これは健康づくり推進費と特定健康診査等事業費

に分かれておりますが、それぞれ予算を下回り、合計執行率は８７．４１％となりま

した。 

次に、基金積立金についてですが、歳入側でご説明しました財産収入と繰越金から、

この後で説明します諸支出金を差し引いたものを、国民健康保険支払準備基金へ積立

したものであります。これにより、この表の下の方に小さくありますが、現在の基金

残高は２億１，５８６万６,２９４円となりました。 

諸支出金については３つの区分がございますが、上から保険税還付金（一般）は納

税者に対する還付金になります。また保険給付費等交付金償還金は保険給付費等交付

金などの精算に伴う返還金であります。その他償還金とは保険給付費以外の交付金や、

過去の年度の交付金に係る返還金です。保険給付費等交付金償還金の財源については、

先ほどの説明のとおり前年度の決算繰越金を充てたことから、２９８万６千円の補正

を行ったところでございます。 

これにより、歳出合計は最終予算額６８億４，５５０万４,０００円に対しまして、

決算額は６５億８，９８９万３,５３５円となり、最終予算額に対する差引額は２億５，

５６１万４６５円、執行率は９６．２７％となりました。 

ページ左下の歳入・歳出決算額をご覧下さい。 

これら歳入歳出の結果、単年度収支は６，７６７万５，６１６円の黒字となり、こ

の黒字額については全額を令和６年度国民健康特別会計へ繰越としております。 

この繰越額のうち、２０１万２,０００円は補助金の精算の結果、返還金が発生して

おりますので諸支出金として支出を行い、残金は国民健康保険支払準備基金へ積立を

行う予定であります。このことについては、今後の第３回定例会にて関連する補正予

算を提出する予定となっております。 

以上、簡単ではございますが令和５年度国民健康保険特別会計決算についてのご説

明と致しますので、委員の皆様のご審議を賜りますようお願い致します。 

 

 ○武藤会長 

ありがとうございます。それでは、ただ今の説目について、皆様から質疑はござい

ますか。 
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 ○佐藤委員 

ご説明どうもありがとうございます。 

机の上に追加資料で何点かございましたが、恵庭市国民健康保険給付事業実績につ

いては、この先ご説明を頂けるということなので、収納率の関係なのですけども、先

ほどご説明頂いた中では、北海道平均よりも上回っているというお話があったので、

それはそれで大変良いと思いますが、現年度収入についてはほぼ変わらないような状

況でありますし、被保険者の方の公平性を考えますと、やはり収納率が高いことに越

したことはないと思います。そこで滞納などをしている方に対する対策として、差押

え等の行政処分等の実施というのは実際行われているのか、又は他に何か収納対策と

して行っていることがあれば教えて頂きたいと思います。 

 

 ○国保医療課長 

  今ご質問のありました収納対策ですけれども、滞納をされていらっしゃる方につい

ては、私達は国保医療課という課に属しているのですが、債権管理課という市税等も

扱う部署が国保の滞納関係も取り扱ってございます。その中で他の市税等とあわせて

国保税も、その世帯の状況といったものも見ながら、差押え等の強制的な措置も取ら

せて頂いているところです。 

その他の部分としまして、このような差押えにあたっては、各銀行の預金口座の調

査といったこともございますが、その中でｐｉｐｉｔＬＩＮＱというものを導入しま

して、一件一件金融機関に行かずとも電算処理の中で確認できるというものを、昨年

度から国保税も合わせて実施しているところです。 

こちらですが、昨年度はまずは導入ということで、一般財源で、先ほどの説明の中

で話のあった繰入金の中での対応ということだったのですが、実際に効果もあること

がわかってきたということで、皆様からの国保税等も当てながら、次年度の令和７年

度の予算から実施していきたいと、令和６年度においては効果があることがわかって

きたという状況で、様々な取り組みを行って収納率向上に取り組んでいるところです。 

以上でございます。 

 

 ○武藤会長 

  よろしいでしょうか。他に質疑のある方いらっしゃいますか。 

 

 ＜発言者なし＞ 

 

  それでは、お諮りいたします。事務局の説明のとおり承認するということでよろし

いでしょうか。 
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＜異議なし＞ 

 

  ありがとうございます。それでは、議案第１号、令和５年度国民健康保険特別会計決

算については承認となりました。 

 

８．その他 

○武藤会長 

  それでは、その他について事務局から何かございますか。 

 

○国保医療課管理担当主査 

 それではお配りした資料のうち、その他についてご説明させて頂きます。 

まず、その他資料①の令和６年度国民健康保険税の予算執行状況について、ご説明

致します。 

 国保制度改革により歳出の大部分を占める保険給付費は、年度内に北海道からほぼ

同額が交付されることから、歳入側の国保税収入を予測することで、令和６年度の決

算見込をある程度ですが予測することが可能です。 

その他資料の①でお示ししておりますのは、６月に行った当初賦課の調定額に推定

収納率を乗じることによって、令和６年度の税収見込を予測したものとなります。 

表の下段、現年課税分の行をご覧下さい。当初賦課調定額の１０億７，７９０万１,

０００円に推定収納率である９６．２５％を乗じた、１０億３，７４５万４１９円が

現年課税分の収入見込み額となります。これは当初予算額の１０１．８％であり、額

にして１，８６６万４，４１９円の増と見込まれます。  

続きまして滞納繰越分については、当初調定額の８，８３５万８，１１０円に推定

収納率の２７．９８％を乗じた、２，４７２万７，００７円が収入見込みとなります。

これは当初予算額の６４．５％、額にして１,３５９万２，９９３円の減と見込まれて

います。この減少の要因は、不納欠損等の処理によって当初調定額が予算時の見込み

よりも減少したためでございます。 

これらを合計しますと、令和６年度の国民健康保険税の総計は、当初予算の１００．

５％となり、予算額に対して５０７万１，４２６円の増が見込まれることになります。 

その他の①については以上です。 

 

続きまして、その他資料の②、令和元年～令和５年度国民健康保険医療費状況につ

いて、簡単にご説明致します。 

本資料は、食事療養費を除いた診療ベースでの、医療費の推移について示したもの

になります。 
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まず１ページ目は、被保険者の推移について示したものになります。 

ご覧のとおり被保険者数は年々低下しておりまして、特に令和５年度の年間平均被保

険者数は大きく減少し、１万１，４７６人と昨年の９４．７９％となっております。 

２ページ目は、年度別の医療費合計額になります。上段をご覧下さい。 

令和５年度は５３億９，３６０万円と、昨年度比の１００．６％の微増となっており

ます。その下の表につきましては受診区分別の内訳となっており、割合としましては

その他調剤・訪問で大きく上昇したという状況です。 

３ページ目は、年度別の受診率となっております。新型コロナウイルスの影響があ

った令和２年度から年々上昇を続けている状態でありますが、令和５年度は百人あた

り件数で１，７５３．６３件と、昨年度比で１０３．３％となっているところです。

下表は受診区分ごとの受診率ですが、全ての区分で上昇しているところです。 

４ページ目は、一人当たりの費用額となりますが、被保険者数が減少している中で

受診費用は減少していないという状況からもわかるとおり、年々上昇を続けていると

ころであり、４６万９，９９０円と、昨年の１０６．２％で過去最高額を更新するこ

とになりました。下表については費用額の診療区分ごとの内訳ですが、歯科以外の診

療区分で上昇が見られているところです。 

最後の５ページ目は１件あたりの費用額です。２万６，８０１円と、昨年度の１０

２．２％で若干増加したところであり、診療区分ごとに見ると、入院・歯科が減少し、

入院外・その他調剤訪問が昨年度よりも増加したという結果になっています。 

資料の②については以上となります。 

 

次に、事前に配布しておりますチラシにある、本年１２月以降の保険証の取扱いに

ついて簡単にご説明させて頂きます、 

 本チラシは厚生労働省で原案を作成し、国の補助のもとで、本年度の保険証の発行

にあわせて、国保加入世帯の全世帯に配布したものです。 

 既にご案内のとおり、本年１２月をもって保険証とマイナンバーカードは一体化さ

れることが既に決定されております。 

 今後は、マイナンバーカードに保険証としての利用登録がされている方には、資格

確認のお知らせを毎年交付する予定となっております。これ自体は保険証の代わりに

なるものではございませんが、自身のマイナンバーカードがどの健康保険として利用

登録されているかを被保険者にお知らせするものになります。 

 また、マイナンバーカードに保険証としての利用登録が無い方へは、資格確認書が

交付される予定となっております。この資格確認書は、これまでの保険証と同じ、カ

ード型で１年間有効なものを検討しているところであります。 

 また、マイナンバーカードに保険証としての利用登録をしている方でも、申請によ

って資格確認書の交付を行うことができるようにもなっております。 
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 現在、こういった変更に関しての窓口対応について、国からの通知等を基に検討を

進めているところであり、関連する条例の改正については、第４回定例会に提出する

ため準備を進めているところでございます。 

私からは以上となります。 

 

 ○国保医療課給付担当主査 

私からは３点説明させて頂きます。 

まず一点目ですが、特定健診受診率向上対策事業についてです。 

こちらは口頭のみの説明となります。本市の検診受診率、特定健診受診率は令和４

年度で２９．２％であり、被保険者への文書送付や医療機関へのポスター掲示などに

よって受診勧奨などを行っておりますが、まだまだ受診率の向上を図りたいところで

あります。本市市議会の各常任委員会では他の自治体で行う施策を調査し、議会活動

の参考とするために行政視察というものを行っており、国保事業などを所管する厚生

消防常任委員会で、昨年度福岡県の古賀市の視察を行っております。 

古賀市では、特定健診受診率向上対策（検診うけとくキャンペーン）として、検診

受診者に対する特典を付与する事業を実施しておりまして、検診受診率が３４．９％

と県内トップであったとのことです。 

このことから、令和５年第４回定例会及び令和６年第１回定例会の一般質問におい

て、当市における同様の事業実施の要望があったことから、調査研究・検討として当

課では特典付与事業についての検討を現在行っております。 

検討をするにあたりまして、全道の全市の調査を行ったところ、当市を除く３４市

中１２の市において、受診率向上対策事業として特典付与事業が実施されております。

そのうち３市、札幌、函館、小樽において、商品券であるＱＵＯカードの付与事業が

実施されていたことから、３市の中で最も本市に行政規模が近い小樽市へ、７月に視

察に行って参りました。 

小樽市の特定健診受診率ですが、令和元年度では１９．６％と低かったのですが、

令和２年度から健診受診者へのＱＵＯカード付与事業を行いまして、検診受診率が令

和２年度には５．３％増の２４．９％と大きく上昇し、その後令和３年度で２７．５％、

令和４年度は３０．４％、令和５年度は３４．２％と受診率が向上しておりました。

このような事例を踏まえまして、本市における更なる受診率向上対策として、どのよ

うなことができるのか、特典付与事業について、引き続き検討を行って参りたいと考

えております。 

続いて２点目、恵庭市国民健康保険事業実績についてです。机上に配布しておりま

した、別紙資料の方をご覧頂けますでしょうか。こちらの資料の、上の方から説明し

ていきます。 

特定健診についてですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和２年度に
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受診率が大きく減少していますが、被保険者への文書送付や医療機関へのポスター掲

示などによる受診勧奨事業により、年々回復傾向となっております。 

その下の特定保健指導につきましては、特定健診の結果から生活習慣病の発症リス

クが高い方に対して、保健師・管理栄養士が対象者の身体状況に合わせて生活習慣を

見直す支援を行うものです。保健課が実施主体であるため、こちらは過去５年間の実

績値の掲載のみとさせて頂きます。 

下から二つ目の医療費適正化事業ですが、こちらは医療費通知とジェネリック医薬

品の差額通知を被保険者に送付しております。それぞれの送付枚数は、表のとおりと

なっておりまして、表の一番下に国保連合会からの情報提供で当市のジェネリック医

薬品のシェア率を掲載してございます。ジェネリック医薬品については、ある程度普

及がされていることから、令和５年度の差額通知の発送件数は、令和４年度では８１

８件でしたが、５年度は５７４件と対象者が減っております。 

一番下の第三者行為求償事務については、第三者行為による収納件数と金額は表の

とおりでございまして、本来であれば交通事故による治療の場合、国民健康保険など

保険証は使用できないのですが、一時的に使用されたものについて、当事者から医療

費を納付して頂いた金額と件数になります。 

こちらは令和４年度が収納件数１件と、他の年度に比べて実績値が低いのですが、

こちらについては、年度末においてまだ医療機関受診中であるケースが複数あったこ

とから、求償が令和４年度内で完了しなかったために令和５年度に持ち越し、少し低

くなっております。 

裏面は療養給付に関するレセプトの点検枚数です。こちらは過去５年間、概ね２０

万件程度で推移しております。そのうち診療内容などにおいて再審査となった件数が

概ね１，３００件から１，８００件程度ございまして、レセプト点検については、令

和３年度までは民間の事業者に業務委託していたのですが、令和４年度からは国保連

合会の方に委託しておりまして、北海道における療養給付の平準化に寄与しておりま

す。 

その下の下、柔道整復、針灸あんま、マッサージについては、こちらも数字だけの

ご報告とさせて頂きます。 

その下、保険者努力支援制度は、毎年北海道を通じて国から交付金の方が支給され

ているのですが、支給基準としましては各市町村の国民健康保険に関する事業、特定

健診、保健指導、がん検診などの取り組みに応じて点数が積算されまして、交付金額

が決定する制度となっております。 

過去５年間の獲得点数と道内における恵庭市の順位は表のとおりとなっておりまし

て、昨年の令和５年度が獲得点数６０９点で、道内１７９自治体中７０位となってお

ります。なお、昨年度の第１回の国保運営協議会にてご質問がありました、近隣市の

点数及び順位についてですが、一応部外秘情報となるため、資料や記録には残さない
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で口頭のみで説明させて頂きます。 

 （近隣市情報について説明） 

その下、こちらも昨年度ご質問がありました前期高齢者の医療状況についてですが、

こちらも最初の健診の部分と似ているのですが、新型コロナウイルス感染の影響によ

って令和２年度に件数、費用額ともに大きく減少しました。令和３年度には検査費用

額ともにある程度増加しており、令和４年度、令和５年度と、年々件数は減少してお

ります。こちらは、７５歳に到達したことによって、多くの方が後期高齢者医療に移

行していることが要因と考えております。 

最後に３点目、こちらは口頭で説明のみになりますが、第３期国民健康保険データ

ヘルス計画における多剤（ポリファーマシー）の該当者についてです。 

こちらは、昨年度の第３期データヘルス計画策定について各委員各位のご協力によ

り無事策定を完了しまして、完成版の方を郵送で送らせて頂いた次第です。その中で、

計画案における多剤服用の該当者につきまして、昨年度第３回目の国保運営協議会に

おいて、佐藤委員より御指摘を頂きまして、当初案では同月内の処方薬効数が１５剤

以上の者のみを対象者としておりましたところ、完成版では６剤以上の者も該当者と

させて頂きましたことから、この場で報告させて頂きます。ありがとうございました。 

私からの説明は以上となります。 

 

○武藤会長 

ありがとうございました。それでは只今の説明に関しまして、委員の皆様から何か

ございますか。 

 

 ○佐藤委員 

何点かあるのですが、まず一点、特定保健指導の積極的支援ですけども、これは対

象者、利用者、修了者ですけれど利用者については５０％ぐらいですが、修了者が少

なくなって結局２０％くらいで、途中脱落なのかと思いますが、その要因とかの確認

をされていると思うのですが、なぜなのか。今現在は、積極的支援はアウトカム評価

で３ヶ月経過して２キロ、２センチ減れば終了とみなされるのですが、それを含めて

もこれだけ脱落者がいるものなのか、教えて頂きたいと思います。 

それから、前期高齢者の医療状況ですが、年々上がってきていまして、５年度で一

人当たりに直すと、保険者負担分で４７万５，０００円くらいになっていて、私ども

の健保組合の前期の金額が大体３８万円前後ぐらいなので結構高いと思います。対象

は前期なので６５歳から７５歳と同じですので、ちょっと高いのかなと思いますが、

何か対策をされているのかどうか。なかなかの前期の方に対する対策というのは、私

どもも大変難しいという中で、今行っているのは、前期になる前の５０歳から６４歳

の方に対する保健指導をやって、元気なまま６５歳になって欲しいということで対策
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を取っています。恵庭市の方で何か特別な対策を取っているのであればそれを活かせ

ればというように思います。以上です。 

 

 ○国保医療課長 

 佐藤委員から２点ご質問ありましたが、まず検診の支援の方で脱落者が多いという

件についてですが、私達は国保医療課で、先ほどとちょっと話は変わるのですけれど

も、収納の関係では債権管理者の方と住み分けしながらやっているということでした

けれども、こちらの保健指導の方は保健課という、また別の課と連携しながら事業を

推進しておりまして、こちらの支援の方ですが、保健課の保健師が実務として動いて

いるところでした。その関係もありますので、委員からの今のご質問は投げかけて後

程、文書での回答という形でさせて頂きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○佐藤委員 

はい。 

 

  ○国保医療課長 

それでは２点目に参ります。前期高齢者の医療費の削減というところで、どのよう

なことができるのかということで、まずは特定健診の受診率のアップというところが

挙げられてくるということで、主査からも説明のあったとおり、受診率を向上するた

めにどのようなことができるのか、検討を行っております。 

あとは後期高齢者の方がメインになってくるのですが、後期高齢におきましては、

恵庭市では一体的実施事業ということで、医療と介護を合わせた事業の中で、どのよ

うなことができるのか、取り組んでいるところでございます。 

そのような中で、ポピュレーションアプローチという表現になるのですが、狙いを

定めてこの人というのではなく、人が多く集まるような公共施設、又はスーパーとい

ったところに出向きながら、健康についての啓発を行っております。 

そのようなことを通じながら、健康に対する意識を高めてゆくという事業を行って

いるところでございました。更なる向上は目指して行きたいと思ってはいるのですが、

現状に関する取り組みとしましては、以上ということになります。 

 

○佐藤委員 

今の話の中で、特定健診による医療費の削減というのは、厚労省の特定健診・特定

保健指導を作ったときには、医療費の適正化ということでは相当大きな数が削減され

るということで、この制度ができたようですが、実際問題ほとんど医療費の削減効果

が無いというようなことも言われていて、財務省はそこで色々なことを言っています

ので、やはり前期も含めた医療費の適正化では、検診をやることによって健康寿命を



 14

延ばすという意味合いでは良いと思うのですが、医療費の適正化にはなかなか繋がっ

ていかないというようにも思いますので、非常に我々医療健保も難しいと思ってやっ

ていますので、我々でも何かやっていくことがあれば、意見として述べさせて頂きた

いと思います。ありがとうございました。 

 

○武藤会長 

  他に何かございますか。 

 

 ＜発言者なし＞ 

 

他に無ければ、以上をもちまして本日の審議を終了させて頂きたいと思います。 

委員各位の慎重なご協議と議事運営に対するご協力に対し、感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 


